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１ 開催日時  平成30年３月８日（木曜日）午前９時58分～午前10時７分 

 

２ 開催場所  第３委員会室 

 

３ 案  件 

１ 調査報告書（案）について 

２ その他 

 

○出席委員 

  委 員 長 丸 野 達 夫      委  員 小豆畑   緑 

  副委員長 山 脇   智      委  員 仲 谷 良 子 

  委  員 中 村 美津緒      委  員 秋 村 光 男 

  委  員 木 戸 喜美男      委  員 赤 木 長 義 

  委  員 長谷川 章 悦       

 

○欠席委員 

  委  員 藤 原 浩 平 

 

○事務局出席職員氏名 

  議 会 事 務 局 長 木 浪 龍 太   議事調査課主査 石 澤 貴 志 

  議会事務局次長 八木澤   透   議事調査課主査 山 内 克 昌 

  議 事 調 査 課 長 齋 藤 賢 剛   議事調査課主査 柴 田   聡 

  議事調査課副参事 横 内 英 雄   議事調査課主査 花 田   昌 

  議事調査課主査 山 田   達   議事調査課主事 髙 木   渉 
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○丸野達夫委員長 おはようございます。（「おはようございます」と呼ぶ者

あり）ただいまから、アウガ問題調査特別委員会を開会いたします。 

 出欠の確認をいたします。藤原浩平委員が、所用のため欠席となっており

ます。 

 本日は、お手元に配付の案件表に従い会議を進めてまいります。 

傍聴人に申し上げます。 

携帯電話その他音声等を発する機器の電源をお切りくださいますよう、御

協力のほどよろしくお願いいたします。 

 アウガ問題調査特別委員会調査報告書案の件を議題といたします。 

 調査報告書案の内容について、副委員長から説明させます。山脇副委員長。 

○山脇智委員 それでは、アウガ問題調査特別委員会調査報告書案の内容を

説明いたします。 

 本報告書は、「はじめに」から「12 参考資料」までの 13 項目で構成され

ており、本文では、参考資料を含めて 49 ページとなっております。 

 それでは、表紙をめくり、「はじめに」をごらんください。 

 ここでは、アウガ問題について議会が調査する意義などを記載しておりま

す。 

 次に、本文１ページをごらんください。 

１ページから２ページにかけては、「１ 特別委員会の設置」として、設置

の経緯、委員会の定数、委員長、副委員長、委員の氏名を記載しております。 

 次に、２ページから３ページにかけては、「２ 調査事項（具体的な調査事

項）」として、本委員会に委任されております調査事項とその具体的な調査事

項を記載しております。 

次に、３ページには、「３ 調査権限」として、本委員会に権限が付与され

ております地方自治法の条項を記載しております。 

 次に、３ページから６ページにかけては、「４ 特別委員会の開催状況」と

して、協議案件等を記載しております。 

 次に、６ページから 12 ページにかけては、「５ 証人、参考人、執行機関

の出頭等」として、証人８名、参考人１名、執行機関に対する質疑の概要を記

載しております。 

次に、12 ページから 18 ページにかけては、「６ 記録、資料等の提出」と

して、地方自治法第 100 条第１項の規定に基づき提出を求めた記録、地方自

治法第 100 条第１項の規定に基づかず任意で要求した資料、任意で行った文

書による質問の概要を記載しております。 

 次に、18 ページには、「７ 地方自治法第 98 条第１項の規定に基づく事務

の検査」として、検査の概要を記載しております。 

 次に、19 ページから 25 ページにかけては、「８ 調査の結果」として、具
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体的な調査事項ごとに、調査の状況とそこから導き出される結果を記載して

おります。 

 次に、26 ページから 29 ページにかけては、「９ 委員会の所見」として、

調査の結果を踏まえた本委員会の考え方を記載しております。 

 次に、30 ページでは、「10 調査経費」として調査に要した経費の支出見込

み額を、「11 その他」として法律顧問業務委託の概要を、「12 参考資料」と

してそのタイトルを記載しており、33 ページ以降は、参考資料を添付してお

ります。 

 簡単ではありますが、調査報告書案の説明は、以上であります。 

○丸野達夫委員長 ありがとうございました。 

それでは、ただいまの調査報告書案の内容について、各委員から御意見を

伺いたいと思いますが、御意見等ありますか――ありませんか。はい、赤木

委員。 

○赤木長義委員 事前にアウガ問題調査特別委員会の調査報告書の案をいた

だいておりましたので、事前に読ませていただきました。委員長案がしっか

りとしていた中で、若干の手直しはあったと思いますけれども、この内容で

よろしいかと思います。 

 以上です。 

○丸野達夫委員長 ほかにありますか。はい、秋村委員。 

○秋村光男委員 今、副委員長から報告があったように、最初に出されてい

た、修正案をまだ含まない部分の報告書、そしてまた、修正を加えたこの報

告書――今、報告をいただきましたけれども、私は、整理されているなとい

うように思っています。 

 以上です。 

○丸野達夫委員長 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○丸野達夫委員長 それでは、ほかに御意見はないものと認めます。 

 本委員会の調査結果につきましては、お手元に配付のアウガ問題調査特別

委員会調査報告書案のとおり、本会議に報告したいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○丸野達夫委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、アウガ問題調査特別委員会調査報告書案のとおり、本会

議に報告することに決しました。 

なお、調査報告書案につきましては、今後、軽易な字句等の修正を行う場

合もありますので、あらかじめ御了承いただき、正副委員長に一任していた

だきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 
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  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○丸野達夫委員長 それでは、字句等の修正をした場合は、各委員にその旨

を報告させていただきます。 

その他、各委員から何かありますか。はい、中村委員。 

○中村美津緒委員 これまで、百条委員会で記録の提出を求めてきたわけで

ありますが、その提出を求めてきた記録の文書の取り扱いについて、今後ど

のようになるのか、ちょっとスケジュール等をお示しいただきたいと思いま

す。 

○丸野達夫委員長 事務局で答えられますか。はい、議事調査課長。 

○齋藤賢剛議事調査課長 ただいまの中村委員からの御質疑ですが、地方自

治法第 100 条第１項の規定に基づいて関係人から提出いただいた記録につき

ましては、今期定例会の閉会日である３月 23 日に、委員長から当該調査報告

書を報告していただいた後に議決いたしますので、議決後、それぞれの関係

人に当該記録を返還する予定としております。 

 以上でございます。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 求めて提出していただいたその書類、文書に関しては、

青森市議会として、コピー等をして保存するということは許されないものな

んでしょうか。 

○丸野達夫委員長 議事調査課長。 

○齋藤賢剛議事調査課長 そのような取り扱いは、予定しておりませんでし

た。 

 以上でございます。 

○丸野達夫委員長 よろしいですか――ほかにありますか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○丸野達夫委員長 なければ、これにて終了いたしたいと思います。 

この際、私から申し上げます。 

本特別委員会は、百条調査権を付与されて、アウガ問題に関する調査特別

委員会で疑義の残った事項及びアウガが経営破綻に陥るに至るまでの行政関

係等の関与の状況調査を行うため、昨年７月 11 日に設置されました。 

本日に至るまでの間、８名の証人喚問と１名の参考人招致、３回の執行機

関に対する質疑を行うとともに、地方自治法第 100 条第１項の規定に基づく

43 件の記録の提出請求、任意による１件の資料の提出要求と 11 名に対する

文書質問、さらに、地方自治法第 98 条第１項の規定に基づく事務の検査を行

い、組織会を含めると 27 回の会議を重ねてアウガ問題を調査してまいりまし

た。 

 そして、本日、委員各位の御協力によりまして、調査結果の報告書をとり
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まとめることができたところであります。 

お諮りしたいと思います。 

 本特別委員会の調査事項でありますアウガ問題に関する調査特別委員会で

疑義の残った事項及びアウガが経営破綻に陥るに至るまでの行政関係等の関

与の状況調査については、一定の調査結果が得られたことから、これをもっ

て審査を終了すべきものといたしたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○丸野達夫委員長 御異議なしと認めます。 

よって、これをもって審査を終了すべきものと決しました。 

 今後の流れについて、事務局から説明をお願いいたします。議事調査課長。 

○齋藤賢剛議事調査課長 それでは、今後の流れについてでありますが、ま

ず、本委員会の報告につきましては、質疑及び討論の対象となりますので、

他の委員長報告と同様に、質疑及び討論の通告締め切りは予算特別委員会の

最終日である３月 14 日の午後５時までとなり、予算特別委員会の閉会時刻が

午後４時を過ぎた場合は、３月 15 日の正午までとなりますので、会派内の議

員に周知方よろしくお願いいたします。 

 次に、３月 23 日の閉会日の流れにつきましては、まず、丸野委員長から調

査結果を報告していただいた後、質疑、討論、採決の運びとなりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 説明は以上でございます。 

○丸野達夫委員長 これまで御協力を賜りましたこと、各委員にお礼を申し

上げたいと思います。ありがとうございました。（「お疲れさまでした」と呼

ぶ者あり） 

以上をもって、本日の委員会を閉会いたします。御苦労さまでした。あり

がとうございました。 

 

（ 会 議 終 了 ） 


